
参
議
院
議
員
仁
比
聡
平
君
提
出
山
口
県
岩
国
市
に
あ
る
愛
宕
山
運
動
施
設
等
の
警
察
権
及
び
管
理
権
の
考
え
方
に
関
す

る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

前
段
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く

施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
（
昭
和
三
十
五
年
条
約
第
七
号
。
以
下
「
日

米
地
位
協
定
」
と
い
う
。
）
第
二
条
４

に
よ
り
日
本
側
と
米
側
と
が
共
同
使
用
す
る
施
設
及
び
区
域
（
以
下
「
共
同
使
用

（ａ）

施
設
等
」
と
い
う
。
）
が
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設

及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
刑
事
特
別
法
（
昭
和
二
十
七
年
法

律
第
百
三
十
八
号
）
第
十
条
第
一
項
に
い
う
「
合
衆
国
軍
隊
が
そ
の
権
限
に
基
い
て
警
備
し
て
い
る
合
衆
国
軍
隊
の
使
用
す

る
施
設
又
は
区
域
」
に
該
当
す
る
場
合
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
共
同
使
用
施
設
等
内
に
お
け
る
逮
捕
、
勾
引
状
又
は

勾
留
状
の
執
行
そ
の
他
人
身
を
拘
束
す
る
処
分
は
、
合
衆
国
軍
隊
の
権
限
あ
る
者
の
同
意
を
得
て
行
い
、
又
は
そ
の
合
衆
国

軍
隊
の
権
限
あ
る
者
に
嘱
託
し
て
行
う
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
死
刑
又
は
無
期
若
し

く
は
長
期
三
年
以
上
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
に
当
た
る
罪
に
係
る
現
行
犯
人
を
追
跡
し
て
当
該
共
同
使
用
施
設
等
内
に
お
い



て
逮
捕
す
る
場
合
に
は
、
当
該
同
意
を
得
る
こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
他
方
で
、
当
該
共
同
使
用
施
設
等

が
、
同
条
第
一
項
に
い
う
「
合
衆
国
軍
隊
が
そ
の
権
限
に
基
い
て
警
備
し
て
い
る
合
衆
国
軍
隊
の
使
用
す
る
施
設
又
は
区

域
」
に
該
当
し
な
い
場
合
、
同
条
の
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
。

中
段
及
び
後
段
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
日
米
地
位
協
定
第
十
七
条

に
お
い
て
「
合
衆
国
軍
隊
の
正
規
に
編
成
さ
れ

10
（ａ）

た
部
隊
又
は
編
成
隊
は
、
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
使
用
す
る
施
設
及
び
区
域
に
お
い
て
警
察
権
を
行
な
う
権
利
を
有
す
る
」

こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
、
御
指
摘
の
「
愛
宕
山
運
動
施
設
や
岩
国
錦
帯
橋
空
港
」
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

一
般
に
、
米
側
は
、
共
同
使
用
施
設
等
に
お
い
て
も
、
日
米
地
位
協
定
第
三
条
１
に
よ
り
「
施
設
及
び
区
域
」
の
「
設

定
、
運
営
、
警
護
及
び
管
理
の
た
め
必
要
な
す
べ
て
の
措
置
を
執
る
こ
と
が
で
き
る
」
こ
と
と
さ
れ
、
同
条
に
定
め
る
い
わ

ゆ
る
管
理
権
を
行
使
し
得
る
が
、
当
該
共
同
使
用
施
設
等
に
係
る
日
米
間
の
個
別
の
取
決
め
に
従
っ
て
日
本
側
が
必
要
な
措

置
を
執
る
場
合
に
は
、
米
側
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
管
理
権
の
行
使
は
、
そ
の
限
度
で
事
実
上
排
除
さ
れ
る
も
の
と
解
し
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
御
指
摘
の
「
愛
宕
山
運
動
施
設
や
岩
国
錦
帯
橋
空
港
」
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
両
施
設
の
維
持
管

理
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
日
米
間
で
個
別
に
取
決
め
を
行
っ
て
い
る
。



三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
軍
事
的
緊
急
時
な
ど
」
及
び
「
提
供
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
ま
た
、
仮
定

を
前
提
と
し
た
お
尋
ね
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
が
、
一
般
に
、
共
同
使
用
施
設
等
の
日
本
側
と
米
側
と
の
共

同
使
用
に
つ
い
て
は
、
日
米
間
の
個
別
の
取
決
め
に
従
っ
て
、
当
該
取
決
め
の
有
効
期
間
の
満
了
を
待
た
ず
に
終
了
す
る
こ

と
が
あ
り
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
取
決
め
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
米
側
と
の
信
頼
関
係
に
も
関
わ
る

も
の
で
あ
る
た
め
、
日
米
地
位
協
定
第
二
十
五
条
１
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
る
合
同
委
員
会
の
協
議
等
に
基
づ
き
、
日

本
側
及
び
米
側
の
合
意
な
し
に
は
公
表
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。


